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１ 東京連盟に加盟するボーイスカウト以上のスカウト、指導者が着用する。 

２ 儀式、指導者訓練、その他指示されたときは、原則制帽（ハットもしくは中折れ帽）を

正しく着用する。 

３ 活動内容により着用する際は隊で統一する。 

４ 地区の行事における着用の可否は、地区コミッショナーが定める。 

５ 東京連盟の行事における着用の可否は、県コミッショナーが定める。 

６ 日本連盟の行事における着用の可否は、日本連盟の指示に従う。 

７ 以上の着用基準は、東京連盟で頒布する活動帽に適用する。隊、団、地区等で使用され

る帽子、市販される類似品に基準は適用しない。 


